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付
加
年
金
と
は

　
平
成
十
九
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
の
年

金
額
は
七
九
万
二
、一
〇
〇
円
（
満
額
＝

四
〇
年
保
険
料
納
付
）
で
す
が
、
老
後
に

よ
り
高
い
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
た
い
方

の
た
め
に
、
毎
月
の
保
険
料
（
平
成
一
九

年
度
は
一
万
四
、一
〇
〇
円
）
の
ほ
か
に

付
加
年
金
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
付
す

る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給
さ
れ
る
付
加
年
金
が
あ
り
ま
す
。

　
第
一
号
被
保
険
者
の
場
合
は
、
報
酬
に

よ
っ
て
保
険
料
や
給
付
額
が
増
減
す
る
厚

生
年
金
保
険
料
と
は
違
い
、
保
険
料
と
給

付
（
老
齢
基
礎
年
金
）
の
額
が
定
額
に
な

っ
て
い
ま
す
の
で
将
来
の
生
活
設
計
に
あ

わ
せ
て
、
こ
の
付
加
年
金
の
ほ
か
に
も
公

的
な
年
金
制
度
で
あ
る
国
民
年
金
基
金
、

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
お
よ
び
農
業
者
が

加
入
で
き
る
農
業
者
年
金
の
制
度
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
上
乗
せ
制
度
の
保
険
料

は
、
国
民
年
金
保
険
料
と
同
じ
く
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

付
加
年
金
保
険
料
の
額
は
定
額

　
付
加
年
金
保
険
料
の
額
は
一
ヶ
月
四
〇

〇
円
で
す
。
付
加
年
金
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
対
象
者
は
第
一
号
被
保

険
者
ま
た
は
任
意
加
入
被
保
険
者
の
方
で

す
。

　
保
険
料
の
免
除
ま
た
は
保
険
料
の
納
付

猶
予
を
受
け
て
い
る
方
や
国
民
年
金
基
金

の
加
入
員
の
方
は
、
付
加
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
農
業
者
年
金
の
方
は
必
ず
付
加

年
金
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

付
加
年
金
額
は

　
付
加
年
金
保
険
料
の
計
算
は
、
次
の
通

り
で
す
。

　
年
金
額
＝
二
〇
〇
円
×
付
加
年
金
保
険

料
納
付
月
数
（
六
五
歳
か
ら
老
齢
基
礎
年

金
を
受
給
す
る
場
合
）

　
例
え
ば
一
〇
年
間
付
加
年
金
に
加
入
す

る
と
四
〇
〇
円
×
十
二
ヶ
月
×
十
年
＝
保

険
料
の
支
払
総
額
は
四
八
、
〇
〇
〇
円
で

年
二
四
、
〇
〇
〇
円
が
老
後
の
年
金
に
加

算
さ
れ
ま
す
。
二
年
間
年
金
を
も
ら
え
ば
、

四
万
八
千
円
は
回
収
で
き
て
、
そ
の
後
は

生
き
て
い
る
限
り
年
二
万
四
千
円
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
て
お
得
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
付
加
年
金
は
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
を
得
た
月
の
翌
月
か
ら
支
給
さ

れ
、
老
齢
基
礎
年
金
を
六
五
歳
よ
り
前
に

繰
り
上
げ
請
求
ま
た
は
六
六
歳
以
後
に
繰

り
下
げ
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

付
加
年
金
金
額
も
減
額
率
お
よ
び
増
額
率

に
応
じ
て
減
額
ま
た
は
増
額
さ
れ
ま
す
。

 
付
加
保
険
料
の
納
付
手
続
き
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 
国
民
年
金
基
金
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
国
民

年
金
基
金
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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加
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険
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か
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2
年
で
元
が

取
れ
る

お
得
な
制
度
だ
よ
！

2
年
で
元
が

取
れ
る

お
得
な
制
度
だ
よ
！

国
民
年
金
保
険
料
の

お
支
払
い
は
、

便
利
で
お
得
な

口
座
振
替
で
!！


